
  

船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 貨物船 JNS-2 

ＩＭＯ番号 ８８６９７０１ 

総 ト ン 数 １,５００トン 

 

船 種 船 名 漁船 長宝丸 

漁船登録番号 ＹＧ３－４０９４７ 

総 ト ン 数 ４.９２トン 

 

事 故 種 類 衝突（漁具） 

発 生 日 時 平成２４年３月８日 １１時０１分ごろ 

発 生 場 所 山口県上関町祝島西方沖  

祝島灯台から真方位２５５°８.４海里付近 

（概位 北緯３３°４４.９′ 東経１３１°４９.８′） 

 

 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長   後 藤 昇 弘 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 
 

要 旨 
 

＜概要＞ 

貨物船 J N S
ジェーエヌエス

- 2
ツー

は、船長ほか９人が乗り組み、伊予灘を西進中、漁船 長
ちょう

宝
ほう

丸は、

船長が１人で乗り組み、伊予灘で底びき網をえい
．．

網して西北西進中、平成２４年３月

８日１１時０１分ごろ、山口県上関町祝島西方沖において、JNS-2 の船首部と長宝丸

のえい
．．

網索とが衝突した。 

長宝丸は、転覆して船長が死亡し、操舵室に圧壊等を生じ、JNS-2 は、船首部、右



  

舷外板等に擦過傷を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、祝島西方沖において、JNS-2 が西進中、長宝丸が底びき網をえい
．．

網して

西北西進中、船橋当直中の JNS-2 の船長が船橋を離れており、また、長宝丸が衝突前

まで進路及び速力を保持して航行したため、JNS-2 の船首部と長宝丸のえい
．．

網索とが

衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

船橋当直中の JNS-2 の船長が船橋を離れたのは、腹痛を感じ、トイレに行こうとし

たことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船 J N S
ジェーエヌエス

- 2
ツー

は、船長ほか９人が乗り組み、伊予灘を西進中、漁船 長
ちょう

宝
ほう

丸
まる

は、

船長が１人で乗り組み、伊予灘で底びき網をえい
．．

網して西北西進中、平成２４年３月

８日１１時０１分ごろ、山口県上関町祝島西方沖において、JNS-2 の船首部と長宝丸

のえい
．．

網索とが衝突した。 

長宝丸は、転覆して船長が死亡し、操舵室に圧壊等を生じ、JNS-2 は、船首部、右

舷外板等に擦過傷を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２４年３月８日、本事故の調査を担当する主管調査官ほ

か２人の船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２４年３月９日～１１日、１５日 現場調査及び口述聴取 

平成２４年３月１３日、２８日 口述聴取 

 

1.2.3 調査の委託 

本事故に関し、株式会社分析センターに、長宝丸のえい
．．

網索から採取した塗料片

及び JNS-2 の船体外板の損傷部から採取した塗膜についての調査を、國富株式会社

に、JNS-2 の船底の損傷状況についての潜水調査をそれぞれ委託した。 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

1.2.5 旗国への意見照会 

  JNS-2 の旗国に対し、意見照会を行った。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航経過 

民間会社が受信した JNS-2（以下「Ａ船」という。）の船舶自動識別装置*1の情報

記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、平成２４年３月８日１０時５４分

４５秒から１１時０２分３３秒までの間におけるＡ船の運航状況は、表２.１－１

のとおりであった。 

表２.１－１ 

時 刻 対地速力 船 位 対地針路 船首方位 

（時：分：秒） （ノット 北 緯 東 経 （°）* （°）* 

 （kn）） （°-′-″） （°-′-″）   

10：54：45 9.4 33-44-43.4 131-50-57.5 282.1 290 

10：55：15 9.4 33-44-44.4 131-50-52.0 281.6 289 

10：55：35 9.4 33-44-45.0 131-50-48.5 281.8 290 

10：56：15 9.3 33-44-46.3 131-50-41.0 281.9 290 

10：56：34 9.3 33-44-46.9 131-50-37.5 282.1 290 

10：57：15 9.3 33-44-48.2 131-50-30.1 281.4 289 

10：57：45 9.3 33-44-49.1 131-50-24.6 282.0 290 

10：58：14 9.3 33-44-50.1 131-50-19.4 282.0 289 

10：58：45 9.2 33-44-51.0 131-50-13.8 281.3 290 

10：59：45 9.3 33-44-53.0 131-50-02.9 281.5 289 

11：00：14 9.2 33-44-53.9 131-49-57.7 281.8 290 

11：00：34 9.2 33-44-54.5 131-49-54.1 282.3 290 

11：00：54 8.9 33-44-55.2 131-49-50.6 282.2 273 

11：01：01 8.6 33-44-55.2 131-49-49.4 274.1 261 

11：01：08 8.3 33-44-55.1 131-49-49.3 263.8 254 

11：01：27 7.5 33-44-54.1 131-49-45.3 242.2 238 

11：01：51 6.3 33-44-52.3 131-49-43.3 223.9 226 

11：02：17 5.5 33-44-50.2 131-49-41.6 211.7 220 

11：02：33 5.1 33-44-48.9 131-49-40.8 207.3 219 

＊：対地針路及び船首方位は真方位を示す。 

（付図１ ＡＩＳ記録によるＡ船の航行経路図 参照） 

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船
舶相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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2.1.2 乗組員の口述によるＡ船の事故の経過  

(1) Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）の口述によれば、次のとおりで 

あった。 

Ａ船は、船長Ａ、一等航海士（インドネシア共和国籍、以下「一航士Ａ」

という。）、二等航海士（インドネシア共和国籍、以下「二航士Ａ」とい

う。）、甲板長（以下「甲板長Ａ」という。）、甲板手（インドネシア共和国

籍、以下「甲板手Ａ」という。）、機関長（大韓民国籍、以下「機関長Ａ」

という。）及び一等機関士（インドネシア共和国籍、以下「一機士Ａ」とい

う。）ほか３人（インドネシア共和国籍）が乗り組み、スチールコイル約 

２,２４６ｔを積載して平成２４年３月８日００時１０分ごろ福山港を出港

し、大韓民国の蔚山
ウルサン

港へ向かった。 

船長Ａは、出港操船後、０１時００分ごろ二航士Ａに船橋当直を任せ、自

室で６時間ほど睡眠をとって０７時４０分ごろ昇橋し、一航士Ａから船橋当

直を引き継いだ。 

船長Ａは、１人で船橋当直に就き、天気が良かったので、甲板長Ａには

船内作業をさせ、０９時２０分ごろ上関町八島南方沖で変針を行い、伊予

灘推薦航路に沿う約２８２°（真方位、以下同じ。）に自動操舵の針路を設

定し、全速力前進の約９.５kn の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

船長Ａは、双眼鏡を使用し、レーダーのレンジを３海里（Ｍ）及び６Ｍ

に適宜切り替えながら、見張りに当たった。 

      船長Ａは、１０時３５分ごろ腹痛を感じたので、トイレに行くため、６Ｍ

レンジとしたレーダー画面で周囲に船が映っていないことを確認し、船橋

を離れた。 

船長Ａは、１１時００分ごろ昇橋したとき、右舷船首方７０ｍ付近に長宝

丸（以下「Ｂ船」という。）を認め、漁具を引いていることが分かり、左舵

一杯として機関を停止したものの、Ｂ船がＡ船の右舷外板に引き寄せられる

状況を見たので、Ａ船の船首部にＢ船の漁具を引っ掛けたことに気付いた。 

船長Ａは、Ａ船が停止したとき、右舷前方において、右に半分ぐらい傾い

て転覆しているＢ船を見た。 

船長Ａは、海上に人を認めたので、一航士Ａに救助艇の降下を指示し、 

ＶＨＦ無線電話で広島海上保安部に漁船の救助活動をしている旨を伝えた。 

(2) 甲板長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

甲板長Ａは、本事故発生当日０６時３０分ごろ起床し、０８時００分ごろ

から船内作業として他の乗組員と一緒に居住区内の掃除を行い、１０時００

分ごろから休憩をとり、１０時３０分ごろ船内作業を再開し、居住区内で清



 - 4 -

掃を行っているとき、機関が停止したので、不思議に思っていたところ、非

常警報を聞き、居住区の外に出た。 

甲板長Ａは、右舷正横後約２０°１００ｍ付近にオレンジ色の船底を見せ

て転覆しているＢ船を認めた。 

(3)  一航士Ａ、二航士Ａ及び機関長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

一航士Ａは、船長Ａに船橋当直を引き継いだ後、船橋を離れて休息し、 

１１時００分ごろ、甲板手Ａの叫び声で目が覚め、機関が停止したことを不

審に思って居住区の外に出たところ、甲板手Ａから転覆しているＢ船を見付

けた旨の報告を受けた。 

一航士Ａは、その約１～２分後に後部甲板でＢ船を探しているとき、非常

警報を聞き、後部甲板から距離５０ｍ付近に転覆したＢ船を認めたが、付近

に人影は認めなかった。 

二航士Ａは、食堂に居たとき、機関が突然に停止し、その後、非常警報を

聞き、甲板手ＡからＢ船に衝突してＢ船が右舷船尾方に見えると聞いたので、

船尾に行ったところ、Ｂ船が転覆していることを認めた。 

機関長Ａは、機関制御室で当直中、Ａ船の速力が落ちて非常警報が鳴った

ので、一機士Ａを呼んで機関室を点検させたが、異常はなかったものの、機

関が停止したため、機関制御室でしばらく待機した。 

 

2.1.3 目撃者等の口述によるＢ船の事故の経過 

(1) Ｂ船の近くで操業していた僚船（以下「Ｃ船」という。）の船長（以下

「船長Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、船長（以下「船長Ｂ」という。）が１人で乗り組み、手繰り３種

網という桁網を引く底びき網漁を行うため、Ｃ船が出港する前、山口県田布

施町尾津
お づ

漁港を出港した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、０５時０４分ごろ尾津漁港を出港して

祝島西方海域を南西進し、０６時４５分ごろ伊予灘推薦航路の北側に到着し

て底びき網漁を始めた。 

船長Ｃは、伊予灘航路第２号灯浮標の南方約２Ｍの所において、北西方向

に船首を向けて４回目のえい
．．

網を始める準備をしていたとき、右舷船首方の

Ｂ船がえい
．．

網を開始したことを認め、１０時１３分ごろ、Ｂ船より約２分遅

れてＢ船の左舷後方２００～３００ｍ付近を北西方向に進み、Ｂ船と平行に

約３.８～４.０kn の速力でえい
．．

網を開始した。 

船長Ｃは、本事故後、ＧＰＳプロッターの航跡を見て進路が約３０２°で

あることが分かった。 
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船長Ｃは、ＧＰＳプロッターを作動させ、レーダー画面を１.５Ｍレンジ

とし、Ｂ船が揚網を開始すれば、Ｂ船を避けなければいけないと思い、レー

ダーの固定マーカーを見てＢ船との距離を保つとともに、Ｂ船の動きを見な

がら、伊予灘航路第１号灯浮標を左舷方に約３００ｍ離すつもりで北西進し

てえい
．．

網を続けた。 

船長Ｃは、右舷船首方に伊予灘推薦航路付近を西進するＡ船を認め、間も

なく右舷船首方７００～８００ｍ付近のＢ船がＡ船に隠れて見えなくなり、

再びＢ船を認めたとき、Ｂ船の船首が右を向いて右舷船尾が沈み込むように

大きく傾いていたので、漁業無線で呼び掛けたが、Ｂ船からの返事がなく、

僚船にその状況を伝えた。 

船長Ｃは、１１時０２分ごろＢ船が転覆したと思った。 

船長Ｃは、１１時０３分ごろ携帯電話で１１８番通報を行って海上保安部

に状況を連絡し、Ｂ船の救助に向かうため、機関のクラッチを中立としてウ

インチドラムでえい
．．

網索を巻き始めたとき、船尾方約３００～５００ｍ付近

を通過する船体がオレンジ色のＬＰＧ船（以下「Ｄ船」という。）を認めた。 

船長Ｃは、えい
．．

網索を巻き揚げた後、Ｂ船に向かった。 

     Ｂ船のえい
．．

網索は、水没したが、本事故後に発見されて回収された。 

(2) Ｄ船の船長（以下「船長Ｄ」という。）及び一等航海士（以下「一航士Ｄ」

という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

Ｄ船は、３月８日０９時２０分に山口県徳山下松港を出港し、１１時００

分ごろ、船長Ｄが、昇橋した一航士Ｄに船橋当直を引き継ぐ際、船首方約 

２.５ＭのＡ船の方位が明確に変わっていることを伝えて船橋を離れた。 

一航士Ｄは、船橋当直を引き継いだ後、祝島西方沖を航行中、Ａ船とＢ船

が同じ方向に航走していたので、何かおかしいなと思い、双眼鏡で見たとこ

ろ、１１時０１分ごろ右舷方のＡ船及びＢ船が同じ速力で同じ方向に一緒に

動いており、Ａ船が急に左転し、それと同時に徐々にＢ船が傾き始めること

を認めた。 

一航士Ｄは、Ａ船を右舷船首３０°０.５Ｍ付近に見る状況となったとき、

双眼鏡により、Ａ船とＢ船は接触してはいないが、Ｂ船からＡ船の右舷船尾

までの距離がほんの数ｍであることを認めた。 

一航士Ｄは、Ａ船が南方に向いた頃、Ｂ船が転覆したので、その旨を船長

Ｄに船内電話で報告した。 

船長Ｄは、報告を受けて昇橋し、右舷正横０.５Ｍ付近にＡ船を、Ａ船の

船尾方至近に転覆したＢ船をそれぞれ認めたので、Ｄ船を停止させ、船舶電

話で海上保安部にＡ船がＢ船の漁具と接触してＢ船を転覆させた旨を報告した。 
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船長Ｄは、Ａ船が救助艇を降ろし、Ａ船の乗組員３人が乗ってＢ船の乗組

員を救助したが、Ｂ船の乗組員を救助艇に引き揚げることができないようで

あり、Ｂ船の乗組員を救助艇の横に抱えてＡ船に向かうことを認めた。 

船長Ｄは、Ｄ船が現場に待機する必要があるかどうかを海上保安部に確認

し、海上保安部の了解を得て現場を離れた。 

 

本事故の発生日時は、平成２４年３月８日１１時０１分ごろであり、発生場所は、

祝島灯台から２５５°８.４Ｍ付近であった。 

（付図２ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡に関する情報 

(1) Ａ船 

死傷者はいなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂは、搬送された病院において、溺水により、死亡と検案された。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

2.3.1 Ａ船 

潜水調査報告書によれば、Ａ船の船首部、右舷外板等に擦過傷を生じており、そ

の状況は、次のとおりであった。 

(1) 船首部外板 

船首端部において、喫水４.００ｍ付近の位置の塗装が剝がれ、擦過傷が

あった。（写真１参照） 

  

 

 

 

 

 

写真１ 船首部の擦過傷 

 

(2) 右舷前部外板 

右舷側前部外板（フレーム No.８８～１１０の間）に擦過傷１本があった。

（写真２参照） 

 

 

喫水４ｍ付近の擦過傷 

喫水標（４ｍ）
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写真２ 右舷外板擦過傷 

 

(3) ビルジキール 

両舷共にビルジキール前端部に擦過傷があった。（写真３－１、３－２参

照） 

 

          

 写真３－１ 右舷ビルジキール前端部     写真３－２ 左舷ビルジキール前端部 

 

2.3.2 Ｂ船 

(1) 船体、形象物（写真４参照） 

操舵室が圧壊し、掲げていた漁ろう中を示す鼓型の形象物が、円筒形に変

形していた。 

 

 

 

 

右舷外板擦過傷

右舷ビルジキール

前端擦過傷 

左舷ビルジキール

前端擦過傷 
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 写真４ 回収されたＢ船 

 

 

                  写真４ 回収されたＢ船 

（2） 舵 

舵角は左舵約１８°の位置であった。 

(3) ウインチドラム、主機遠隔操縦ハンドル等 

右側のウインチドラムのフランジが外側に曲がっていた。 

ウインチドラムの右舷側に設置されていた主機遠隔操縦ハンドルは、出力

が最小位置にあり、クラッチが後進位置にあった。 

ウインチドラムの油圧ポンプのクラッチは入っていなかった。 

(4) Ｂ船のえい
．．

網索の状況 

えい
．．

網索は、船尾端から約８２ｍの箇所から約２０ｍにわたって塗料片と

思われる赤色の物質が付着しており、約９５ｍ付近によじれ
．．．

があった。 

  

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

船長Ａ 男性 ６５歳 国籍 大韓民国 

二級航海士免状（大韓民国発給） 

 

形象物 

舵 

圧壊した操舵室 

主機遠隔操縦ハンドル
ウインチドラム 
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交付年月日 ２００９年４月１４日 

（２０１４年４月１３日まで有効） 

甲板長Ａ 男性 ４８歳 国籍 インドネシア共和国 

船長Ｂ 男性 ８０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１０月１６日 

免許証交付日 平成２２年５月１９日 

（平成２８年５月１５日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船長として１７～１８年の経験を有し、本船と同じ位の大きさの船舶で

数えきれないほどの操船経験があり、Ａ船には２０１１年１１月１日から

乗船していた。 

瀬戸内海の航行頻度は、月に３～４回であった。 

② 船長Ｂ 

本事故当時の健康状態等は、情報を得ることができなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ８８６９７０１ 

船 籍 港  済州
チェジュ

（大韓民国） 

船舶所有者  SHL MARITIME CO., LTD（以下「Ａ社」という。）（大韓民国） 

船舶管理会社  Ａ社 

船    級  KOREAN REGISTER OF SHIPPING（大韓民国） 

総 ト ン 数  １,５００トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７６.００ｍ×１１.８０ｍ×７.１５ｍ 

船    質  鋼 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  １,３２４kＷ 

推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

建造年月日  １９９３年２月２３日 

(2) Ｂ船 

漁船登録番号  ＹＧ３－４０９４７ 
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主たる根拠地  山口県田布施町 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ４.９２トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  １１.２１ｍ×２.３２ｍ×０.８３ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ４８kＷ（動力漁船登録票による） 

推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  昭和５２年１２月３日 

 

2.5.2 積載状態 

 (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、福山港出港時の喫水は、船首約５.１０ｍ、船尾

約５.６０ｍであった。 

現場調査時（３月９日１４時３０分ごろ）の喫水は、船首約５.２０ｍ、

船尾約５.３０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

Ｂ船の喫水等は、不詳であった。 

 

2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

(1) Ａ船 

① 船体構造等 

全通二層甲板船尾船橋型の貨物船で、船橋の操舵位置から船首先端まで

が約５９ｍであり、見張りに障害となる構造物はなかった。 

② 航海計器等 

操舵室の前部中央に操舵スタンドが、その左舷側にレーダー２台が、右

舷側に機関遠隔操縦盤がそれぞれ配置されていた。また、磁気コンパスが

操舵スタンドの前方に配置され、ジャイロコンパスが操舵スタンドに組み

込まれていた。 

操舵室の後部には、左舷側に海図台及びＧＰＳ受信機が、右舷側に無線

設備がそれぞれ設置されていた。 

③ 操縦性能等 

操縦性能表によれば、次のとおりであった。 
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a 機関と速力 

機関の運転状態 全速力前進 半速力前進 微速力前進 極微速力前進

回転数毎分(rpm) ３１０ ２７０ ２４０ ２３０ 

速 力(kn) １１ １０ ８ ６ 

ｂ 旋回径 

左 約２３２ｍ  右 約２８４ｍ 

④ その他 

一航士Ａの口述によれば、空船時、全速力前進は約１１kn であるが、

本事故当時、満載状態であったので、全速力前進が約９.８kn であり、船

体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

(2) Ｂ船 

① 船体構造 

Ｂ船は、船首側から順に二つの物入れ及び二つの魚倉が、船体中央船尾

寄りに操舵室が、後部甲板に 櫓
やぐら

がそれぞれ配置されていた。後部甲板に

は底びき用のウインチドラムが装備され、同ウインチドラムの両端にフラ

ンジがあり、中央の円盤により左右に分かれていた。 

② 航海計器等 

操舵室には、左舷側から順に操舵装置、レーダー、ＧＰＳプロッター、

主機操作盤等が配置されていた。 

 

２.６ 両船の操船等に関する情報 

2.6.1 Ａ船の船橋当直に関する情報 

一航士Ａの口述によれば、Ａ船の当直体制は、０４時～０８時が一航士Ａ、０８

時～００時が船長Ａ、００時～０４時が二航士Ａであり、船長Ａは、夜間、時折、

甲板長Ａと一緒に船橋当直に入っていた。 

甲板長Ａの口述によれば、航海中、天気が良ければ、船内作業に当たり、雨天の

場合は、船橋で見張りに当たることがあった。 

機関長Ａの口述によれば、船長が１人で船橋当直に入っていたのは、甲板長Ａに

船内作業を行わせていたからだと思っていた。 

 

2.6.2 Ａ船の見張りの状況等に関する情報 

(1) 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、天気が悪いときは、甲板長Ａと２人で船橋当直に当たっていた。 

瀬戸内海を通航するときは、釣り船はよく見えないので、気を付けていた。 
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櫓のある漁船は、網を引いているので、針路を確認して船尾方の網に当た

らないよう、約１００ｍ離して航行していた。 

(2) 一航士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

一航士Ａは、漁船が接近して危険を感じ、昼間信号灯の使用又は針路を変

えて漁船を避けたことがあるが、機関の操作は行わず、必要があれば、汽笛

を吹鳴していた。 

(3) 船長Ｃの口述によれば、本事故前に汽笛は聞いておらず、昼間信号灯の灯

光も見ていない。 

 

2.6.3 Ｂ船の本事故当時における操船状況等に関する情報 

僚船船長（以下「船長Ｅ」及び「船長Ｆ」という。）の口述によれば、次のとお

りであった。 

(1)  船長Ｅによれば、Ｂ船は、主機遠隔操縦ハンドルはクラッチ及び出力も逆

の表示となり、ハンドル位置は、クラッチが後進、出力がＨであった。 

(2) 船長Ｆによれば、北西方向へえい
．．

網するには、風と潮の影響を受け、船首

が風上に向き、舵を左に１５°くらい取らないと直進しなかった。 

(3)  本事故後に陸揚げされたＢ船のウインチドラムの油圧ポンプのクラッチは、

揚網状態ではなく、えい
．．

網中の状態であった。 

 

2.6.4 操業等に関する情報 

船長Ｃ、僚船の船長及び山口県漁業協同組合担当者の口述によれば、次のとおり

であった。 

手繰第３種（桁網）漁業の漁期は、毎年１１月初旬～４月中旬であった。 

底びき網漁は、直径約９mm、全長約４００ｍのえい
．．

網索を船尾甲板に設置された

ウインチドラムの右側に巻き取り、えい
．．

網時は、１本のえい
．．

網索の先端部にまんが
．．．

い
．
と称するツメ付きの鉄枠金具及び袋網を取り付け、船尾から約３５０ｍ繰り出し

て引く１本こぎであり、えい
．．

網索は船尾端から約５～７ｍ先が海面下となり、えい
．．

網索に弛みはなかった。 

漁ろう中の形象物は、船に常に掲げていた。 

１回の操業には約１時間掛かり、本事故当時は僚船７隻が出漁しており、互いに

漁業無線で連絡を取り合っていた。 

操業海域は、水深約５０ｍで大分県姫島村姫島と祝島の間の海域であり、伊予灘

推薦航路を横切って操業を行っていた。 
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２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1 気象観測値 

(1)  本事故発生場所の北方約１６Ｍに位置する下松地域気象観測所における観

測値は、次のとおりであった。 

１０時００分 風向 西南西、風速 ０.４m/s 

１１時００分 風向 南西、風速 １.４m/s 

(2) 第六管区海上保安本部海洋情報部のホームページに掲載された地球観測衛

星画像による水温情報によれば、瀬戸内海の平成２４年３月の本事故発生場

所付近の水温は、１０℃以下であった。 

(3) 第六管区海上保安本部海洋情報部のホームページに掲載された瀬戸内海沿

岸の潮流推算によれば、本事故当時、本事故発生場所付近における流向及び

流速は、南東方向に１.０～２.０kn であった。 

 

2.7.2 乗組員等の観測 

船長Ａ及び船長Ｄの口述によれば、本事故時、本事故発生場所付近の気象及び海

象状況は、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａ 

 天気は曇り、航行に潮及び風の影響はなく、視程は約３～４Ｍであり、波

高は約０.５ｍであった。 

(2) 船長Ｄ 

天気は晴れ、北西の風が吹き、視程は約４～５Ｍであり、波高は約０.５

ｍであった。 

 

２.８ Ａ船の安全管理に関する情報 

Ａ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ船の主な航路は、日本と大韓民国の港を結ぶものであり、福山港や岡山県倉敷市

水島港からスチールコイルや鉄板を大韓民国の馬山
マ サ ン

港、蔚山港に運び、大韓民国から

は空船での航海であった。 

Ａ社は、国際安全管理規則*2の要件を満たした安全管理システムを構築したことに

より、韓国船級協会から適合証書が発給されていた。また、同船級協会からＡ船に対

                         
* 2   「国際安全管理規則（ＩＳＭコード：In t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  C o d e  f o r  T h e  S a f e 

Operation of Ships and for Pollution Prevention）」とは、船舶の安全運航及び海洋環境の保護 

を図ることを目的とし、１９９３年１１月４日にＩＭＯ総会決議として採択され、１９７４年 

ＳＯＬＡＳ条約の附属書に取り入れられた後、１９９４年に同条約の改正を経て１９９８年７月 

１日に発効した規則をいう。国際航海に従事する全ての旅客船及び総トン数５００トン以上の船舶 

に適用される。 
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し、安全管理証書の発給を受けていた。 

Ａ社は、港湾及び瀬戸内海の各航路の情報を入手し、管理している船舶に提供して

いた。 

Ａ船に対する安全管理については、Ａ船が月に４回ほど大韓民国の港に入るので、

その際に訪船して安全教育等を行っていた。 

 (1) 適合証書 

発 給 者 KOREAN REGISTER OF SHIPPING 

交 付 年 月 日 ２００７年４月２７日 

有効期間満了日 ２０１２年４月２６日 

  (2) 安全管理証書 

発 給 者 KOREAN REGISTER OF SHIPPING 

交 付 年 月 日 ２０１１年６月２１日 

有効期間満了日 ２０１６年６月２０日 

 

２.９ 塗料片の成分分析 

株式会社分析センターに委託したＡ船の船体に付着していた塗膜及びＢ船のえい
．．

網

索（以下、本項において「ワイヤ」という。）に付着していた塗料片の成分分析によ

る異同識別調査の結果は、次のとおりであった。 

赤外線分光分析は、物質が赤外線を吸収する特徴を利用した手法であり、それより

得られる赤外線吸収特性は構成成分（材質）に特有である。赤外線吸収特性はＩＲス

ペクトルといい、所謂グラフとして視覚化することができる。そのため、各資料の測

定結果で得られるグラフの波形を相互に比較することによって、異同識別が可能とな

る。 

こうした知見を踏まえて、各資料のＩＲスペクトルを比較した結果、「ワイヤ赤色

付着物」のＩＲスペクトル形状は「右舷側外板塗膜 傷周辺部」の第一赤色層と良好

に一致するものであった。よって、下記の表－１に示すように、「ワイヤ赤色付着物」

の材質は「右舷側外板塗膜 傷周辺部」第一赤色層と同種であることが分かった。 

一方、「ワイヤ赤茶色付着物」のＩＲスペクトル形状はいずれの船舶塗膜とも一致

せず、これより「ワイヤ赤茶色付着物」の材質は「船首部船底塗膜 傷周辺部」及び

「右舷側外板塗膜 傷周辺部」とは異なることが分かった。 
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表－１ 異同識別結果 

           付着物資料 

船舶塗膜 

ワイヤ 

赤茶色付着物 

ワイヤ 

赤色付着物 

船首部船底塗膜 傷周辺部 褐色層 異種 異種 

 

右舷側外板塗膜 傷周辺部 

褐色層 異種 異種 

第一赤色層 異種 同種 

薄赤色層 異種 異種 

第二赤色層 異種 異種 

 

２.１０ 救助等に関する情報 

一航士Ａ、二航士Ａ及び機関長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

一航士Ａは、船長Ａの指示で１１時２０分ごろ左舷の救助艇を降下し、二航士Ａ、

一機士Ａ及び甲板手Ａを乗艇させた。 

転覆したＢ船の周囲では、Ｄ船及び漁船３～４隻が船長Ｂを捜していた。 

一航士Ａは、双眼鏡でＢ船から約２０ｍ離れた場所に動かずに浮いていた落水者を

発見したので、トランシーバーで救助艇を誘導し、救助艇が船長Ｂを救助した。 

船長Ｂは、Ａ船が機関を停止してから約１時間後にＡ船に収容され、来援した巡視

艇によって徳山下松港へ移送された。 

船長Ｂは、ジャンパーのような緑色の上着を着用し、眼鏡を掛けており、救命胴衣

は着用していなかった。 

Ａ船は、１６時００分ごろまで本事故現場付近で漂泊した後、１９時５５分ごろ徳

山下松港へ入港して投錨した。 

 

２.１１ 事故水域等に関する情報 

 運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ*3 によれば、本事故発生場所である祝島

と姫島間の伊予灘付近の水域には、伊予灘推薦航路と平郡水道が交わり、周防灘推薦

航路につながっている。また、底びき網漁の操業区域であった。この水域における衝

突事故発生件数は、平成元年から平成２３年までの間、６６件発生しており、外国船

籍が関連する衝突事故は、２５件発生していた。 

 

 

                         
*３ 「船舶事故ハザードマップ」とは、船舶事故や航行安全に関する情報を世界地図上に表示させる

運輸安全委員会によるインターネットサービスをいう。 

URL：http://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/ 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経過 

２.１、2.3.2(3)、2.6.3 及び 2.6.4 から、次のとおりであったものと考えられ

る。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、平成２４年３月８日０９時２０分ごろ八島南方沖で変針を行い、

約２８２°に自動操舵の針路を設定し、全速力前進の約９.３～９.５kn

の速力で航行していた。 

② 船長Ａは、１０時３５分ごろ腹痛を感じ、トイレに行こうとし、レー 

ダー画面で周囲に船が映っていないことを確認した後、船橋を離れた。 

③ 船長Ａは、昇橋し、右舷船首方７０ｍ付近にＢ船を認めた後、左舷一杯

として機関を停止したが、１１時０１分ごろ、祝島西方沖において、Ａ船

とＢ船の漁具が衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、祝島西方沖の漁場へ向け、８日０５

時０４分ごろには尾津漁港を出港していた。 

② Ｂ船は、１０時１１分ごろ、漁労に従事している船舶の形象物を表示し、

伊予灘航路第２号灯浮標の南方沖において、約３.８～４.０kn の速力で

西北西進して底びき網のえい
．．

網を開始した。 

③ Ｂ船は、西北西進してえい
．．

網中、Ａ船の船首部とＢ船の漁具が衝突し、

転覆した。 

 

3.1.2 事故発生の日時及び場所 

2.1.1 及び 2.1.3 から、本事故の発生日時は、平成２４年３月８日１１時０１分

ごろで、発生場所は、祝島灯台から２５５°８.４Ｍ付近であったものと考えられ

る。 

 

 3.1.3 死傷者等の状況 

  ２.２及び２.１０から次のとおりであった。  

(1) Ａ船は、死傷者がいなかった。 

(2) 船長Ｂは、溺水によって死亡した。 

  船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかったものと考えられる。 
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3.1.4 損傷の状況 

２.３及び２.９から、Ａ船は、船首部、右舷外板、ビルジキール前端部等に擦過

傷を生じ、Ｂ船は、転覆して操舵室に圧壊等を生じたものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員  

２.４から、次のとおりであった。 

① 船長Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

② 船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

船長Ｂの健康状態は、明らかにすることはできなかった。 

(2) 船舶 

2.1.3 及び 2.5.3 から、次のとおりであった。 

① Ａ船は、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

甲板上に見張りに支障となる構造物はなかった。 

② Ｂ船は、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障はなかった可能性

があると考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.７から、天気は晴れ、北西の風が吹き、波高は約０.５ｍ以下、視程は約４～

５Ｍであり、南東方へ向かう流速１.０～２.０knの潮流があったものと考えられる。 

   

3.2.3 当直及び見張りに関する解析 

 2.1.2、2.3.2、2.6.1 及び 2.6.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、１人で船橋当直に就き、０９時２０分ごろ八島南方沖で変針

を行い、伊予灘推薦航路に沿う約２８２°に自動操舵の針路を設定し、全

速力前進で航行しており、双眼鏡及びレーダーを使用してレーダーのレン

ジを３Ｍ及び６Ｍに適宜切り替え、見張りに当たったものと考えられる。 

② 船長Ａは、１０時３５分ごろ腹痛を感じ、トイレに行こうとし、レー 

ダー画面で周囲に船が映っていないことを確認した後、船橋を離れたこと

から、見張りを行っていなかったものと考えられる。 

③ 船長Ａは、１１時００分ごろ昇橋し、右舷船首方７０ｍ付近にＢ船を認

め、左舵一杯として機関を停止したものと考えられる。 
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(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、操船を行うとともに、漁労作業に従事していたものと考えら

える。 

② 船長Ｂは、１０時１１分ごろ、伊予灘航路第２号灯浮標の南方沖におい

て、約３.８～４.０kn の速力で西北西進して底びき網のえい
．．

網を開始し

たものと考えられ、その後、Ｂ船は、衝突前まで進路及び速力を保持して

航行した可能性があると考えられる。 

③ Ｂ船は、前記②記載のとおり、衝突前まで進路及び速力を保持して航行

した可能性があると考えられるが、船長Ｂが死亡したことから、その経緯

を明らかにすることはできなかった。 

 

3.2.4 事故の発生に関する解析 

２.１、２.３、2.5.2、2.6.3、2.6.4 及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、船長Ａが１人で船橋当直に就き、３月８日０９時２０分ごろ八

島南方沖で変針を行い、伊予灘推薦航路に沿う約２８２°に自動操舵の針

路を設定し、全速力前進の約９.３～９.５kn の速力で航行していたもの

と考えられる。 

② 船長Ａは、１０時３５分ごろ腹痛を感じ、トイレに行こうとし、レー 

ダー画面で周囲に船が映っていないことを確認した後、船橋を離れたもの

と考えられる。 

③ 船長Ａは、１１時００分ごろ昇橋し、右舷船首方７０ｍ付近にＢ船を認

め、左舵一杯として機関を停止したものと考えられる。 

④ Ａ船は、船橋当直中の船長Ａが船橋を離れていたことから、前記③記載

のとおり、操舵等を行ったが、Ａ船の船首部とＢ船の船尾端から繰り出さ

れたえい
．．

網索とが衝突したものと考えられる。 

（2） Ｂ船 

① Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂが、操船を行うとともに、漁

労作業に従事していたものと考えられる。 

② 船長Ｂは、１０時１１分ごろ、伊予灘航路第２号灯浮標の南方沖におい

て、約３.８～４.０kn の速力で西北西進して底びき網のえい
．．

網を開始し

たものと考えられ、その後、Ｂ船は、衝突前まで進路及び速力を保持して

航行した可能性があると考えられる。 

③ Ｂ船は、えい
．．

網中、衝突前まで進路及び速力を保持して航行したことか

ら、えい
．．

網索とＡ船が衝突した可能性があると考えられる。 
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４ 原 因 
 

本事故は、祝島西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が底びき網をえい
．．

網して西北

西進中、船橋当直中の船長Ａが船橋を離れており、また、Ｂ船が衝突前まで進路及び

速力を保持して航行したため、Ａ船の船首部とＢ船のえい
．．

網索とが衝突したことによ

り発生した可能性があると考えられる。 

船橋当直中の船長Ａが船橋を離れたのは、腹痛を感じ、トイレに行こうとしたこと

によるものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、祝島西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が底びき網をえい
．．

網して西北

西進中、船橋当直中の船長Ａが船橋を離れており、また、Ｂ船が衝突前まで進路及び

速力を保持して航行したため、Ａ船の船首部とＢ船のえい
．．

網索とが衝突したことによ

り発生した可能性があると考えられる。 

船橋当直中の船長Ａが船橋を離れたのは、腹痛を感じ、トイレに行こうとしたこと

によるものと考えられる。 

本事故発生場所である祝島と姫島間の伊予灘付近の水域には、伊予灘推薦航路と平

郡水道が交わり、周防灘推薦航路につながっている。また、底びき網漁の操業区域で

ある。運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップによれば、この水域における衝突事

故発生件数は、平成元年から平成２３年までの間、６６件発生しており、外国船籍が

関連する衝突事故は、２５件発生していた。 

したがって、同種事故の防止のため、以下の措置を講ずる必要がある。 

(1)  船舶は、航行中においてはいかなる場合においても、船橋を無人の状態にし

てはならず、船橋当直を維持し、常時、適切な見張りを行うこと。 

また、漁ろうに従事する漁船の船長は、適切な見張りを行うとともに、海上衝

突予防法第１７条の規定を遵守し、衝突を避けるための最善の協力動作等をとる

こと。 

(2)  漁船に１人で乗船中は、漁労に従事していない場合でも、常時、救命胴衣を

着用するように努めること。 

(3) 本事故発生水域を航行する船舶は、船舶事故ハザードマップ等により、当該

水域の船舶の航行状況等を把握の上、船橋当直者に見張りの重点等を指示する

などの適切な衝突事故防止措置を講じること。 
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付図１ ＡＩＳ記録によるＡ船の航行経路図 
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